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交通障害者である乳幼児連れの移動上のバリア

一子どもの遊び場におけるベビーカー使用者のバリアを中心に-

問題の所在と目的

ハー トヒソレ法、交通ノミリアフリ ー法を受け、

2002年に少子化対策プラスワンのなかで[子育

てバリアフリーj の概念、がはじめて示された。

子育てバリアフリーとは妊婦や乳幼児を連れた

人が安心 して外出等できるような環境整備を行

うことである。子 ども ・子育てどジョ ンにおい

ても主要政策のひとつである「子どもが住まい

やまちの中で安全 ・安心にくらせるように」の

なかで[建築物、公共交通機関、公園等における

バリアフリー化や道路交通環境の整備j等によ

る子育てバリア フリ ーの推進の必要性が示され、

今後 5年間の目標が設定された。しかし、2008

年時点の子育てバリアフリーの現状をみると、

特定道路のバリアフリー化率は 51%であり、バ

リアフリー化された都市公悶の割合及び不特定

多数の者が利月3する建築物のバリアフリー化率、

公共交通機関における車両等のバリ アフリ ー化

率はし吋ぶれも 50%以下の数値を示しており、子

育てのための環境整備は必ずしも十分とはいえ

ない状況である(八 11I芯 2013)。

2011年にこども未来財団が 3歳未満児を有

する父母または現在妊娠中の母親及びその配偶

者を対象に行った調査では 外出H寺に感じる不

安や12IS1難は f人混みを歩いているとき JI段差の

多い歩道をベビーカーで、移動するとき JI階段の

上り下りをするとき Ji公共のトイレを使うとき 」

であり、課題としては「歩道の段差JI安全な駐

車場の整備JIオムツ交換できるトイレの整備j

「授乳室の整備Jなどが挙げられている。|司燥

に、宮|て・久保 (2008) も、乳幼児連れの外出

におけるバリアとして、オムツ交換 ・授乳 ・移
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部jの問題があり、なかでも授乳室の不足が最大

の障壁であることを報告している。また、村上・

守本 (2008)も乳幼児連れで、の外出において「通

路の段差等でベビーカ ーが使いにくし¥J Iオムツ

交換台がないJI授乳できる場所がないJIトイ

レにベピーキーフがなしリことにバリアを感じ

ている者が多いと述べている。

乳幼児連れの外出先としてスーパ一、公園、

病院は利用率が高く (長坂・北川 ・研í~ ;1:1こ・呉，

2006)、甲子に公園は子どもと散歩を したり、ベ

ビーカーから子どもを降ろし、芝生の上を自由

に歩かせたりする等、移動を楽しむ場所、長居

できる場所として利用されている(鷲海 ・小林・

坪田・添田・大野) 2010)。一方、公罰の整備

については、高齢者や障害者等が安全かつ利用

しやすいよう基準を定めた『移動等円滑化のた

めに必要な特定公園施設の設置に関する基準を

定める省令j(2006年制定、 2012年改正)、 す

べての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実

現を目指し、生活空間におけるバリアフリー化

の推進として新たに対象施設に都市公園が追加

された『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配

慮した建築設計標準j(2012年制定)、 「ユニバ

ーサルデザインによる みんなのための公園づく

りJ(2008)において、乳幼児連れ向けの設備

として、オムツ交換シート等の設置、ゆったり

駐車スペースの設置等について記~設されている。

また、子育てバリアフリー推進については各

都道府県のまちづくり条例などのなかで、オム

ツ替えJ:r=Jの台やシートの設置、授乳室の設置、

トイレ内のベビーチ ェアなど子育てに関連 した

設備について規定されている。例えば、群馬県



では「人にやさしい福祉のまちづくり条例j の
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目的トイレ、投手し室の 5項目である。誠査11寺其Ij

なかで「だれもが利用しやすい施設等の整備j は 2013年 7月であった。

を掲げ、公共交通機関の施設、道路、公i語、路

外駐車場等の生活関連胞設についてだれもが

全で快適に利用できる の控備を進めてい

。
マ匂

そこで、木研究では、乳幼児連れの外出先と

して頻度が高く最も身近である子どもの遊び場、

公閤における乳幼児連れの外出のバリアとなっ

ているオムツ交換・移動・授乳の現状について、

一般の小・中の公闘ではなく、多数の子育て家

庭を対象とした大型の公園について群馬県内で

を行い、乳幼児連れ、特にベビーカー

使用者が利用する|捺の|問題点を明らかにする。

このことによって、公園におけるベビーカー使

用者に対応した環境整備の推進につなげる基礎

的資料，を得ることを目的とする。

II. 方法

1 .調査場所

l!字情県内の乳幼児連れが多く集まる公園であ

る「群馬の森JI観音山ファミリーパーク」

蔵寺公園Jr金山総合公隠Jr椀生が問遊底l地・

動物園JI敷島公園JI玉村IllT北部公i室!J Iし1せさ

き市民のもり Jr前嬬公i室!(中央児童遊掴るなぱ

あく)J I藤岡総合公園おとぎの森」の 10闘を

選出した。選出の基準としては、 NPO法人市民

メディアペぱーみんとかんばにーが運営する子

育て情報サイト「ぐんま子育てネット」のこど

もとあそぼう!ぐんまの公閥、群馬県私立幼

陸!PTA広報誌のおすすめの公問、子供とおで

かけ情報 iIKO-YOいこーよ j の群馬県のおで

かけスポットから、乳幼児向けの公国であると

されているもののうちで、県立公i室iを 41君、総

合公|認を 3閥、規模が 4.7ha以上のj並区公l語、

市営の動物慰・遊i室IJ也を選出した。

2 手続き

上記の選択した公園においてバリア発見型フ

ィールド、ワークを実施した。誠査項目

駐車場から公園入口までの通路、公j主|入仁|、多

部調査結果

1 .駐車場

ベビーカー使用者が利用できる専J'j=Jの駐車ス

ペースは 2闘にあった。この 2留の!駐車スペー

スはいずれも「思いやり駐車場j と表示されて

いた。「思いやり!吐車場j とは群馬県が「人にや

さしい福祉のまちづくり条例j に

している身体障害者、知的障害者、

難病患者、高齢者、妊産婦を対象とし ス

ベースのことであり 手IJ)ーはする際には自動車の

ルームミラーに利用註を掲示することが定めら

れている(写真 1)。ただし、妊産婦は生後 7ヶ

月までと規定されているので、すべてのベビー

カー使用者が利用できる訳ではない。

また、この駐車スペースの対象となる

には、案内表示が駐車スペース前にある樹木の

幹の|この方に打ち付けてあったり、パイロンに

H占つであるだけで、あったり、雑草で隠れていた

りなど見にくい場所にあった(写真 2)。これで

は専問の駐車スペースを見つけられないままの

人も多いのではないカミと推測する。

乳幼児連れは自動車のような私的利用ができ

る交通機関を望むことが多し¥(長坂ら， 2006)。

車両許可隔の狭い駐車場では、自動車の種類によ

ってはドアを卜分に開けることができないため、

チャイルドシートからの子どもの乗せ降ろしが、

より困難になる(長坂・北)11・井上・ノトEEI，2008)。

誠査した公園の一般車の!駐車スペースの 11日は約

250cmであり、思いやり用駐車場の区画の

(308cm) と比較しても 58cmも狭いため、車

両によってはドアを全部開くことができない。

そのため子どもの乗せ降ろしゃべビーカーの釆

せ降ろしする|捺にかなり不便を感じると考えら

れる。今後は思いやり駐車場の設置の拡大とと

もに、生後 7か月までである対象の拡大が望ま

れる。
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3. 公園入口までの未舗装の通路

2. 駐車場から公宮入口までの通路

駐車場から入口までの通路が砂利や砂などで、

アスフアルト舗装されていない通路が 21主|あっ

た(写真 3)。舗装されている闘でも通路の表面

にはひび割れやIlll凸、舗装面の素Ijがれなどがあ

る闘が 6闘あった。 路面に凹oがあるとベビー

カーの車輪が安定しなかったり、車輸が段差に

引っかかったりなど、操作がしにくし¥(長坂ら 3

2008 ; Mizuno & Tokuda， 2010) と考えられ

る。いずれのi蓋|も駐車場はきれいに舗装されて

いるが通路には不具合が多いことから通路には

バリアフリー化に意識が及んでいないと考えら

れる。また、駐車場が坂の下にあり、公箆|入口

まで歩行者用の 階段を上らなくてはならな

写真 4. 駐車場から公園入口に向かう階段

びに来た場合、片手で子どもを抱きながら、も

う片方でベピーカーを持って階段をとったり降

りたりしなくてはならず、保護者の姿勢が不安

定になるとともに、足元が見えにくく、段の踏

み外し等の危険性が生じる。ベビーカー使用者

にとって、階段で、の移動は国難である(長坂ら，

2008)上に、階段のために本来負担を軽減する

ためにあるベビーカーを持ち上げる二次的行為

を強いられる(長坂ら 2006) ことはバリアで

あると思われる。公園の立地上、階段を設けぎ

るを得ないケースもあると考えられるが、そう

した場合に階段の踏面や階段の 11屈を広く設けーた

り、蹴とげを低くしたりするなどi階段の寸法に

配慮することや、階段の傾斜を緩めたり、階段

し、i室I(1 1蚕1) があった(写真 4)。これでは、保 の角を突出させないことや踊り場の設置などの

護者が'人でベビーカーを利用して子どもと遊 対処が考えられる。
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駐車スペースに接する通路の入りはの全面に

点字ブロックが設置してある園や、細い通路に

点字ブロックが設置されてあり、点字ブロック

の上をベビーカーが通らざるを得ない闘が 3国

あった。さらに、通路の継ぎ自に側溝の蓋があ

るi認や、公i認の入口が開閉式になっている闘で

はその扉のレールに沿って排水i持の蓋があるl翠

が 6園あった。点字ブロックの上を通るときに

ベビーカーの車輪が滑ったり(水野・徳間，

2010)、側溝の蓋にベビーカーの車輸が引っか

かったりする等、操作がしにくい (Mizuno& 

Tokuda， 2010) ので、ベビーカー使用者には

バリアであると思われる。

3. 公菌入口

公園入口にポーノレが立っていたり、花の鉢植

えが置かれていたりする障が 6医あった。その

なかにはポール間の!疎開がない菌もあり、ベビ

ーカーで通るのはもちろん人が通る際も身体を

横にして通らなくてはならなかった。ポールや

花の鉢植えは自動車の乗り上げや自転車での進

入を紡ぐという利点があるが、ベビーカーで通

りにくいほどの間隔で設置されている場合は、

それ自体がパりアになると考えられる。

4. トイレ

すべての閣に多目的トイレが設置されており、

どの多機能トイレも乳幼児連れが使用できるよ

うマークによる表示がしてあった。 しかし、調

査した 10園のうち、圏内のすべての多目的ト

イレが施錠されていた圏が 11翠、圏内の複数の

多目的トイレのうち 1街所の多自的トイレが使

用されていないにもかかわらず施錠されていた

閣が 2窪lあった。閣内の]笛所の多目的トイレ

が施錠されていた園のひとつに管理棟の中にも

多自的トイレがあり、管理者による胞錠ではな

いが、 ドアの問問時に鍵の不具合で施錠されて

しまい、使用していなくても鍵がかかってしま

う状態になっていた。調査時も施錠されており、

管理事務所に問い合わせると不具合であると教

えられ、管理事務所の職員は「関まっていても

声をかけられれば開ける j と答えた。多目的ト
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イレの利用が必要な人にとっては利用できない

ことはバリアであるが、管理事務所の職員がバ

リアとなっていると感じていないことにも問題

がある。また他の閣では多目的トイレが男性ト

イレの中に設置されており、多目的トイレに入

ろうとすると男性トイレの便器が見えてしまい、

母親がオムツ交換などでトイレを使用したい際

は使用しにくいと思われた。

調査を実施した多目的トイレはどこも入|コ及

び内部が広く、ベビーカーごと入ることができ、

オムツ交換のための大きいシートが設置されて

いた。調査した公障のうち 3闘は一般の男女の

トイレにオムツ交換台が設置されていた。オム

ツ交換台にはオムツ交換専用のシートと大きい

ベッド型のユニバーサノレシートの 2種類があっ

た。オムツ交換台は清潔で衛生的であった。砂

1実や靴あとがあるものもあったが使用者が一度

拭けば問題はないレベルであった。公園のトイ

レにおいてもっとも設置ニーズが高いのがオム

ツ交換台であり(江口・八藤後・田村， 2009)、

今回の調査した公国すべてにオムツ交換台が設

置されているのに加え、 3闘では一般のトイレ

にもオムツ交換台があることから、乳幼児連れ

にとって公霞でのオムツ交換は便利になったと

いえる。しかし、オムツの処理についてはオス

トメイトやオムツ処理機が設置されたl認はなく、

オムツを捨てることができるゴミ箱が設置され

た園が 3園、オムツの持ち帰りを促す張り紙が

あったのが 2圏、オムツの持ち帰りを促す張り

紙と共に持ち帰り用のビニール袋がおいてあっ

たのは 1闘であった。子どもの排便の後始末に

ついては現状では特に配慮されておらず、不使

を感じている保護者が多い(植田・三浦・三谷・

野村， 2012)ことから、今後の改善が望まれる。

また、歯内のすべての多目的トイレが施錠さ

れていた 1国を除く多目的トイレ 91雪中 7闘に

子ども用のいす(ベビーチェア)が設置されて

おり、そのうち 2閣は女性トイレにも設置され

ていた。子ども用の便局Eは多目的トイレ 2国に

設置されていた。オムツ交換台に続いて設置を
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多いベビーチェア(江口ら， 2009) に

ついても問j越はないと思われる。

多目的トイレの衛生面については圏内のすべ

ての多目的トイレが施錠されていた 1闘を除く

9障のうち管理者が常駐していない 1障や管理

事務所が縦れた場所にある 1闘の屋外トイレ計

2 I重lは汚臭が強く、 トイレットペーパーが床に

散乱している等の問題があった(写真 5)。さら

に節電のため電気がつかず自然光を取り入れる

ために天井部に吹き抜けがある多目的トイレで

は烏や虫がいた。多目的トイレにおける最大の

問題点は「清潔さ Jである(宮下・久保， 2008) 

ことから、衛生田に|問題がある屋外トイレにつ

いては早急に改苦てが求められる。

j末の滑りにくさについては屋外にある多目的

トイレはいずれもすべりにくい素材でできてい

た。管理棟など室内の多目的トイレは床材にど

ニール素材が使用されていて、水で濡れた場合

は滑りやすくなっていた。子どもが中に入って

遊べる池がある闘では池で遊び終えた子どもを

連れてきた者が多数いたと思われるが、 j末 が *

j受しであった。ここは更衣室があるのだが漉錠

されていたため、センター内の多目的トイレが

更衣室として代用されていたことがその背景に

あっ

{也の問題点としては、多目的トイレに行くま

5. トイレットペーパーが散乱し、衛生面a

に|問題のあるトイレ
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での通路がo凹で段差があったり、通路に公|翠

の貸し出し遊具置き場が設置されていたりなど、

ベピーカーで通るのは不便であると思われた。

5. 授乳室

「授乳室j という 自体が法律等で使用さ

れていないため、明確な定義がなく、備えるべ

き機能にも特に定めはない(沼尻， 2012)。そ

の実態は様々であり、明確な設計指針はない()11 

野・任・仲・小林・添EB，2010)。

授乳室は 7閣に設置されていたが、独立した

授乳室や赤ちゃんコーナーが設置されていると

ころ (6悶)と事務室に申し出て事務室の一角

を使用するところ (1罰)の 2種類があった。

加えて、独立した授乳室は扉がついているタイ

プ (5閤)とカーテンで、仕切るタイプ (1悶)

の 2種類があった。扉式の場合は入り口に使用

1:1コか否かが一自でわカミる表示が必要であるが、

それがあったのは 2医!のみであった。カーテン

の場合は授乳中に他の利用者が開けてしまう可

能性があり、扉式の場合扉にイ使吏F月鼎|円3中カか斗否かの表

示がないと;授受乳中に扉がi開7調司く可-台古能E包4性|

にとつては不安でで、あると)思忍われる O また、授乳

室内にも仕切りのカーテンがある (4国)とプ

ライバシーが保たれる(写真 6)。さらに、靴を

脱いで入るもの (2国)とベビーカーごと靴の

まま入れるもの (5I塑)の 2種類があった。

写真 6. 室内にカーテンがあり、プライパシー

に配慮した授乳室
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写真 7.事務室の一角にあるカーテンで仕切る

タイプの授乳室

事務室の一角にある授乳室(写真 7)は、職

員に声をかけて使用しなければならず、男性職

員しかいない場合や職員が忙 しそうに仕事をし

ている場合には申 し出にくいと思われた O 申し

出て借りられた場合もカーテンで仕切られてい

るだけーなので、開けられてしまう不安があると

思われる。

授乳スペースの入口はカーテンよ りも扉が よ

い(石田 ・龍，2008) とされていることからカ

ーテンの場合は十分なプライバシーが確保でき

ているか検証する必要がある。 ドアの場合は使

用中であることをノックや施錠により{確認でき

るが、カ ーテ ンの;場合はその方法が諜題となる

(J 11野ら ，2010)。今回の調査結果でも 伺様の

諜題が確認されたため、今後の改善の必要性が

ある。

伊勢崎市などの市fllT1寸では、乳幼児をかかえ

る保護者等の外出支援を目的としてJ赤ちゃん

の釈」事業として指定している施設がある。こ

れ ら施設は子育て中の保護者が安心して外IIIで

きる環境づくりを推進するために、外出中にお

むつ替えや授乳など誰でも自由に立ち容ること

ができる施設であ る。授乳やオムツ換えの場所:

の提供およびミノレク用のお湯の提供を行い、ポ

スタ ーや怖が目 I~n になっている。今回、誠査し

たなかでこの指定を受けている授乳室は 3[認で

あった。調乳朋のお湯が出る蛇口があったり、
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写真 8 赤ちゃんの駅事業で設置された授乳室

授乳室の出入り口に使m中か否かがわかる表示

がされていたり 、室内にカーテンや扉の仕切り

があったり、授乳J'l=Jのいすも背の{丘い ものであ

ったりと工夫が随所に見られた(写真 8)。

授乳室に整備してほしいと保護者が要望する

設備と してはオムツ交換台、洗面台、個室授乳

室が多く(石田・能， 2008)、tlffl.度調節可能な

給湯設備、 荷物台、ベ ビーカーでの入室可能(宮

下・ 久保， 2008) も望まれることから、 「赤ち

ゃんの駅J事業で設置されている授乳室は これ

らの要望を満た しており 、十分な機能を果たし

ていると考えられる。

W. まとめ

乳幼児連れの外出のバ リアとなっているオム

ツ交換 ・移動 ・授乳の現状について、実地調査

の結果は以下のと お りである。

いずれの闘も多目的トイレが設置されており、

どこもバリアフリーでベビーカーごと入ること

ができ、オムツ交換のための大きい台やシート

が設置されているなど、乳幼児連れに対する配

慮、が感じられ、まず第 1のバリアである「オム

ツ交換」についてはおおむね使用しやすい状況

に改善され、 利用者にとって使利になっている

と思われる。しかし、オムツの処埋については

持ち帰り を基本 としている閣が多く 、羽[:使の後

始末に対ーする保護者の不満を解消するためにも



交通 Ilf{o: ~害者で-ある乳毛1)9~Jiliれの移動上のバリア

今後検討 していく必要があると思われる。加え

て、 iYr奇書記さ Jを保つためには公|翠1Jl1]の清掃やメ

ンテナンスに加え、 一般の公|翠利用者が床を水

浸 しにしたらきれいに拭く等のマナーの向上を

啓発することも必要となる。

駐車場については 「思いやり駐車場Jが設置

されている公闘が少ないので、今後、思いやり

!日:車場の設置を拡大すること が望まれる。加え

て思いやり駐車場を利用でき る対象者も生後 7

か月まで と限定されているため利用対象者の拡

大も課題である。公悶までの通路、入口ともに

段差や古川市の府、点字ブロックなど、ベ ビーカ

ー使用者にとってノくリアとなる筒所も多く見ら

れたので、 131:せて改善が求められる。第 2のバ

リアである「移動」については路面の山山やひ

び害1]れ、 段差、排水iWl:の華や点字ブロ ックなど

ベビー力 ーの操作がしにくい箇所が多数あり、

ベ ビーカー使用者にとってのバ リアが解消され

ていない状況である ことがわかる。加えて、階

段など保護者が一人のときには危険が伴うバリ

アもあ り、今後は さらにバ リアフリーを推進す

ることが求め らオ1る。

第 3のバリアである i1受乳j については、ほ

ぼすべての悶に授乳室が設置されているので授

乳にIIIる状態ではないと推測できる。しか し、

授乳室の入仁!の形状や授乳室内のカーテ ン設置

などプライパシーの確保な どについて、「赤ちゃ

んの駅J事業で設置されている授乳室を基準と

考え、使用する1Jl1]が安心して使用できる授乳室

の設備の改善が求め られる。

今後の課題として、公共交通機関の設備や道

路と同様にさ らなる子育てに関連する施設のバ

リアフ リー推進が求められる。信i'に日 常の遊び

:fJJ}や強いの場として使用される公園は子 どもの

生活にとって重要な役割を占めていると考えら

れることから、子ど もに対ーするバリアフリーに

加 え、保護者が感じるバリアフリ -11t進が求め

られる。
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交通障害者である乳幼児連れの移麗}JJ-_のバリア

Barriers While Moving with Infants as the Disadvantaged 

in Terms of Transportation with a Focus on Barriers 

for Buggy Users at the Children's Playground 

1 conducted a field survey of the present situation of nappy changing， moving and nursing an 

infant， which are barriers when going out with infants. It was done at 10 parks wIthin Gunma 

Prefecture and shed light on problems when buggy users， who are considered to be the 

disadvantaged in terms of transportation， visit there. 

There are multi -purpose toilets at every park where 1 conducted the survey. All the 

multi-purpose toilets except one which is locked have a large baby changing table and a seat. 

1n terms of moving， there are two parks where a walkway from the car park to the entrance of 

the park is not paved. Other than these two， there are six parks where there are cracks， 

i1'regular surfaces or breakaway on the walkways. Also， there are three parks where the1'e a1'e 

tactile g1'ound surface indicato1's all ove1' the walkways adjacent to the ca1' pa1'k， which leaves 

buggy use1's no choice but to go on the indicato1's. Moreove1'， the1'e a1'e six parks where the1'e are 

covers of street gutters at the joint of the wall王ways01' covers of drains along the rails of the 

shutter gate. 

As fo1' nursing an infant， there a1'e seven parks where there is a nursing room including one 

with a curtain which does not protect privacy. 
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